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長与町議会運営委員会会議録（閉会中） 

 

          本日の会議  平成２９年 ８月２８日 

          招 集 場 所  第 １ 委 員 会 室 

出席委員 

 委 員 長  喜々津 英 世      副 委 員 長  金 子   恵 

 委 員  安 部   都      委 員  西 岡 克 之 

 委 員  岩 永 政 則      委 員  河 野 龍 二 

 

職務のため出席した者 

 議 長  内 村 博 法      副 議 長  山 口 憲一郎 

 議会事務局長  谷 本 圭 介      課 長  富 永 正 彦 

 課 長 補 佐  細 田 浩 子 

 

説明のため出席した者 

 町 長  吉 田 愼 一      副 町 長  鈴 木 典 秀 

 教 育 長  勝 本 真 二      総 務 部 長  荒 木 重 臣 

企画財政部長  久保平 敏 弘      教 育 次 長  帯 田 由 寿 

 建 設 部 長  緒 方   哲      住民福祉部長  森 川 寛 子 

 健康保険部長  中 山 庄 治      水 道 局 長  濱   伸 二 

 会計管理者  谷 本   清      総 務 課 長  山 本 昭 彦 

 農業委員会事務局長  和 田   弘 

 

本日の委員会に付した案件 

 （１）平成２９年第３回長与町議会定例会について 

 （２）その他 

 

 開  会   ９時２９分 

 閉  会  １１時４０分 



○委員長（喜々津英世委員） 

皆さん、おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の議

会運営委員会を開会をいたします。９月５日招集の第３回定例会の運営につきまして、

お手元の会議次第により会議を進めますので御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

す。それでは、まず初めに議長の御挨拶をお願いいたします。 

○議長（内村博法議員） 

皆さん、おはようございます。今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとう

ございます。さて、いよいよ９月議会、定例議会が開催されます。定例会議では昨年度

の決算と重要な議案が審議されます。白熱した議論、審議を期待するところでございま

す。なお、現在連日厳しい暑さが続いております。健康には十分気をつけていただき、

本議会に臨んでいただきたいと思います。簡単でありますが、開会にあたっての挨拶と

いたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、町長の御挨拶をお願いいたします。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さん、おはようございます。８月は行事、事業がたくさんありましたけども、本当

に皆さん方にはその都度ご参加を賜っておりまして、この場を借りて感謝申し上げたい

と思っております。８月も終わりになりまして朝夕は幾分かは秋めいた感じもする今日

でありますけれども、日中はまだまだ暑い日が続いております。皆様方におかれまして

は、日々御健勝にて御活躍のこととお察しを申し上げたいと思っております。本日は大

変お忙しい中、第３回定例会に係ります議会運営委員会を開催をしていただきまして、

誠にありがとうございます。今回の定例会では、各会計の平成２８年度決算認定を含め

まして、報告が１件、議案２２件を予定をしております。決算ということで長期間にな

るかと思いますけれども、どうぞよろしく御審議をいただき、しかるべき決定をしてい

ただきますようお願いを申し上げたいと思っております。議案の内容につきましては所

管の部長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

それでは、まず提出予定議案について関係部局長より概要の説明をお願いいたします。

まず、総務部関係について荒木総務部長。 

○総務部長（荒木重臣君） 

おはようございます。それでは、総務部関係の提出予定議案の概要について御説明い

たします。全部で４件ございます。 

まず、議案第５０号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例。これは附属

機関として長与町在宅医療介護連携推進協議会及び長与町認知症初期集中支援チーム検

討委員会を新たに追加するものでございます。次に議案第５１号特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。これは議案第５０号の



関連でございまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について新たに

追加するものでございます。次に議案第５４号平成２９年度長与町駐車場事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。これは既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１８１万

５,０００円を追加し、補正後の予算総額を８８５万１,０００円とするものでございま

す。次に、議案第６９号人権擁護委員の推薦について。これは任期満了に伴う推薦のた

めでございます。以上４件でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、企画財政部関係について久保平企画財政部長、お願いします。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

皆様おはようございます。続きまして企画財政部所管分でございます。まず、報告が

ございます。平成２８年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て。趣旨は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により報告するものでございます。次に第５３号議案平成２９年度長与町一般会

計補正予算（第２号）でございます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４,３６３万

９,０００円を追加し、補正後の予算総額を１２２億７,９３６万５,０００円とするも

のでございます。以上２件でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、住民福祉部関係について森川住民福祉部長。 

○住民福祉部長（森川寛子君） 

皆様おはようございます。それでは住民福祉部所管の議案について御説明を申し上げ

ます。議案第５２号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。今回の改正は、子どもにかかる福祉医療費の支給対象をこれまでの小学生以下

から中学生の入院費まで拡大するとともに、本条例への引用法令や条文の改正等を受け、

所要の改正を行うものでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、健康保険部関係について中山健康保険部長。 

○健康保険部長（中山庄治君） 

皆さん、おはようございます。健康保険部所管の議案の概要を説明いたします。まず、

議案第５５号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３６３万８,０００円を追加し、補正後の予

算総額を４８億５,４０７万３,０００円とするものでございます。次に議案第５６号平

成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の

予算総額に歳入歳出それぞれ６３万５,０００円を追加し、補正後の予算総額を４億６,

５４８万３,０００円とするものでございます。最後に、議案第５７号平成２９年度長

与町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の保険事業勘定の予算

総額に歳入歳出それぞれ２億１,９５３万４,０００円を追加し、補正後の予算総額を３



３億６,９３７万８,０００円とし、また既定の介護サービス事業勘定の予算総額に歳入

歳出それぞれ１,２８５万円を追加し、補正後の予算総額を３,６５８万８,０００円と

するものでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、建設産業部関係について緒方建設産業部長。 

○建設産業部長（緒方哲君） 

皆様おはようございます。建設産業部では議案１件でございます。議案第５８号平成

２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につい

てですが、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３３３万２,０００円を追加し、補正後

の予算総額を１０億３,７５６万８,０００円とするものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、教育委員会関係について帯田教育次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君） 

皆さん、おはようございます。それでは教育委員会分について御説明申し上げます。

議案第７０号及び議案第７１号、長与町教育委員会委員の任命について提案理由を申し

上げます。来月末をもちまして教育委員会委員の任期が満了することに伴い、委員の任

命について同意を求めるものでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、水道局関係について濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

おはようございます。水道局所管では４議案をお願いしたいと思います。まず、議案

第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、

今回の補正は債務負担行為において長与町浄水場運転管理業務委託と長与川流量観測業

務委託の期間及び限度額をそれぞれ新たに定めるものであります。続きまして、議案第

６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、

今回の補正は債務負担行為において、長与浄化センター維持管理委託の期間及び限度額

を追加するものでございます。続きまして、議案第６７号平成２８年度長与町水道事業

剰余金の処分及び決算認定についてでございますが、収益的収入及び支出では、水道事

業収益７億９,７６５万９,６７５円、水道事業費６億６,２０３万１,３７５円の決算額

となっております。資本的収入及び支出では、資本的収入２,８５３万８,０００円、資

本的支出４億３,６５１万１,４２５円の決算額となっております。続きまして、議案第

６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定でございますが、収益

的収入及び支出では、下水道事業収益１０億６,１５９万５,５７６円、下水道事業費９

億３,２３６万７,３３１円の決算額となっております。資本的収入及び支出では、資本

的収入１億２,８８０万７,６８３円、資本的支出４億４７８万４,２４３円の決算額と



なっております。以上、４議案につきましてよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、会計関係について谷本会計管理者。 

○会計管理者兼会計課長（谷本清君） 

それでは、会計課関係、議案第６１号から第６６号までの６議案につきましては、一

般会計及び特別会計決算で地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定をお願

いするものでございます。それでは議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出

決算の認定についてでございますが、歳入総額１３１億４,９５４万５,５６６円、歳出

総額１２３億９,６７７万１,０２２円、歳入歳出差引額７億５,２７７万４,５４４円で

翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額は１億８,４８７万３,０００円でござい

ますので実質収支額は５億６,７９０万１,５４４円となり、このうち地方自治法第２３

３条第２項の規定による基金繰入額は３億円でございます。次に議案第６２号平成２８

年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入総額

９５６万２,２２５円、歳出総額７７４万６,６０５円で歳入歳出差引額及び実質収支額

は１８１万５,６２０円でございます。議案第６３号平成２８年度長与町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入総額４７億８６６万２,７

５４円、歳出総額４７億５７２万６,２０７円で実質収支額は２９３万６,５４７円とな

り、このうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は１５万円でございま

す。議案第６４号平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございますが、歳入総額４億４,４５２万９,５９８円、歳出総額４億４,３８９

万３,１９６円で歳入歳出差引額及び実質収支額は６３万６,４０２円でございます。次

に議案第６５号平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。保険事業勘定では歳入総額２８億６,７６９万４,４０１円、歳出総額２４億

８,１６４万８,６５９円、歳入歳出差引額及び実質収支額は３億８,６０４万５,７４２

円でございます。このうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は１億６,

９３５万２,０００円でございます。介護サービス事業勘定では、歳入総額３,４９１万

４,８８８円、歳出総額２,２０６万３,０２０円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は

１,２８５万１,８６８円でございます。最後に議案第６６号平成２８年度長崎都市計画

事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳

入総額７億９,７９１万７,１６０円、歳出総額７億９,２５８万４,８２１円、歳入歳出

差引額及び実質収支額は５３３万２,３３９円でございます。以上６議案につきまして、

各会計決算の認定をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に、一般質問の通告並びに請願陳情について説明をさせます。 

谷本議会事務局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 



おはようございます。一般質問につきましては、通告者１１名、質問件数２２件とな

っております。通告者及び質問項目は、お手元に配付のとおりでございます。また請願

陳情につきましては、請願が１件、陳情が２件で、お手元に配付の請願及び陳情文書表

のとおりでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

続きまして、委員会への付託先についてお諮りします。総務文教常任委員会に付託す

るものは、議案第５０号、議案第５１号、議案第５３号、議案第５４号、議案第６１号、

議案第６２号、それから請願２号であります。続きまして、産業厚生常任委員会に付託

するものは、議案第５２号、議案第５５号、議案第５６号、議案第５７号、議案第５８

号、議案第５９号、議案第６０号、議案第６３号、議案第６４号、議案第６５号、議案

第６６号、議案第６７号、議案第６８号となっております。なお、本会議即決につきま

しては、議案第６９号、議案第７０号、議案第７１号。以上、委員会への付託などにつ

きましては、ただいまのとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、委員会の付託などにつきましては、ただいまのと

おり決定をいたしました。 

続いて、会期日程案について説明させます。谷本議会事務局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 

会期につきましては、９月５日火曜日から９月２５日月曜日までの２１日間で、５日

火曜日、議長報告、行政報告、議案上程及び提案理由説明まで。その後、議員全員協議

会。６日水曜日、一般質問。７日木曜日、一般質問。８日金曜日、一般質問、議案審議

として質疑、付託または即決。９日土曜日、１０日日曜日は休会。１１日月曜日、付託

案件審査。１２日火曜日、付託案件審査。１３日水曜日、付託案件審査。１４日木曜日、

付託案件審査。１５日金曜日、付託案件審査。１６日土曜日、１７日日曜日、１８日月

曜日は休会でございます。１９日火曜日、付託案件審査。２０日水曜日、付託案件審査。

２１日木曜日、付託案件審査。２２日金曜日、付託案件審査の予備日となっております。

２３日土曜日、２４日日曜日は休会でございます。２５日月曜日、委員長報告及び採決。 

以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

お諮りします。会期日程案につきましては、ただいま事務局長からの説明がありまし

たとおりに決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、第３回定例会の会期日程については以上のとおり

決定いたしました。その他の件で、何かございませんか。ないようでしたら、執行部は

退席をお願いいたします。御苦労様でした。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 



○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。今資料を配りましたけれども、その前に請願（陳

情）文書表というのを御覧いただきたいと思います。請願２号につきましては、先程総

務文教常任委員会に付託するということで御決定をいただき、お手元に配付をしており

ます陳情３号４号、２件がございます。この取り扱いについてどのようにするか、お諮

りをしたいと思います。御意見がありましたらどうぞ。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

陳情４号については従前通りの陳情書であって、陳情の中身が、毎回発言してますけ

ども、趣旨等が十分理解できない内容であるということから、これについては、これま

でどおり参考配布でいいと思います。陳情３号についてですけども、その文章を読まし

ていただくと新たに全国森林環境税の導入をということで、これについても恐らく今、

間違ってたら大変申し訳ないですが、環境税については数年前から導入がされたという

経緯があると思いますんで、これ新たに全国森林環境税という導入が果たしてどうなの

かと、ただしかし、全国的に創設の組織があるみたいですし、現状私としては非常に判

断がつかないというところですけども、学習の意味で参考配付で追々必要となれば審査

をしていいのかなと思いますんで、当面、参考配付でよろしいかと思いますけども、そ

ういう考えを持っております。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員から参考配付ということで提案がありました。他の方どうでしょう。いいで

すか。じゃ参考配付という取り扱いにしたいと思います。 

次に、岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

これ気づきなんですけども、こういう正式な議運の場にこの文書が配布されるのはそ

れで結構なんですが、議長が決裁をしてないものをこうして配布をするというのは、こ

れいかがなものかと思うんです。議長も副議長も決裁しないものをここに配布をするな

んて、非常に違和感を持ってるわけです。これは事務局に指摘をしておきたいと思いま

す。あと議長とよく協議をして、今までこういうことなかったと思うんです。そういう

ことでちょっと違和感を持ちますので、ちゃんと議長がおられるわけですから、議長、

副議長の決裁を得て、それでこういう正規の場に配布をするということは当然の理だろ

うというふうに思いますので、もうこれ以上言いませんから、打ち合わせをして下さい。

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

事務局に確認をします。これ印刷、印鑑が写されてないということじゃないのか、確

実にしてないのか。議長、副議長にお尋ねをしますが、確実に決裁をした覚えはないの

ですか。暫時休憩します。 



（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を解いて委員会を再開いたします。それでは、まずお手元にこのＡ３の広い紙と、

それから現在の長与町の専決処分に関する軽易な事項の指定に関する条例、２５年１２

月２５日第３６号の条例であります。この２つが配付されております。この資料の提出

した趣旨等について事務局から説明をお願いいたします。 

富永議事課長。 

○議事課長（富永正彦君） 

それでは私の方から、Ａ４の方が町長の専決処分に関する軽易な事項の指定に関する

条例という現行の条例の条文でございます。Ａ３の方につきましては、専決事項、議会

の委任による首長の専決事項を取りまとめたものになります。これにつきましては、５

月に改選がございましたけども、委員会の改選前の議運の中で、確か安藤議員だったか

と思いますけども、昨年の議案、補正で出ましたスライダーの補償の問題、あの事件に

関係をしまして専決処分について検討した方がいいんじゃないかということで、議運の

中ではこれからやりましょうということで終わったところでございます。次の改選後の

議運に引き継ぎをするということで、今現在引き継がれた状態でございます。その中で、

県内の状況、他市町の状況等もちょっと整理をしとってくれということで終わっており

ました。こちらのＡ３の表の方が県内各市町の専決事項をそういう意味で整備をさせて

いただいたものでございます。Ａ４の長与町の条例につきましては、長与町をＡ３の方

では黄色の線でお示しをさせていただいておりますけども、左側が損害賠償、訴えの提

起、和解・調停、条例改正の部分についてが一切指定をされていないという状況でござ

います。一方、上下見ていただければ、他市町がこれだけやってるというのが比較して

見てとれると思います。現行では、右から４つ目の議決工事、製造請負等の変更契約の

３００万円という金額、こちらの方につきましては長与町条例の第６号、それと地方公

共団体の数の増減と規約変更等、それと流用災害復旧予算等、これだけが今、Ａ４の条

例の方では指定をされていると。それと、その他で書いておりますけども、町債額範囲

での起債・償還方法の変更、一時借入、予算流用、負担放棄等、あと議員の公務災害と

いうことがＡ４の条例の方には記載をされておりますけども、こちらの方はもう現在適

用がないと。法的に措置をされて条文そのものも要らないんじゃないかということで、

今考えているところでございます。これにつきましては、これを長与町どうしていくの

かというところについて、議運の方で揉んでいただいて、その結果で議会体としてどう

するかということを検討していただきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

従来から懸案事項であったわけですけれども、こういうふうに県内の他市町の状況を

取りまとめた結果について報告をいただいております。したがって、今後現在の条例に

どのような形で使い、加えていくのか。これをむやみやたらにどんどん増やしていくと



いうことになれば、議会体として、今度は報告事項に変わってくるわけですね。報告事

項に。そうすると質疑はできないということにもつながっていく。ただ、本当に軽微な

事項まで、それを従来のパターンでやるというのもいかがなものかなという気がしてお

りますので、皆さん方のとりあえず今日の段階では率直に意見を出していただきたいと

思います。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。この町長の専決処分に関する軽易な事項の指定に

関する条例、これにつきましては、先程議長からの提案もありました。町長からあるい

は議会から両方から提案ができるんじゃないかという、事務局が調べた結果、議会側の

提案が望ましいとそういうことであるということで、ここら辺も踏まえて、あと、具体

的な損害賠償の場合とかあるいは訴えの提起、こういうものを調べていただいておりま

すので、この中身についてもう少し調べていただいて、次の議運でまた検討したいとい

う、そういうふうにしていきたいと思います。よろしいですか。ありがとうございまし

た。なお、西岡議員が所用のため退席をされますので、御了承願います。 

それでは、場内の時計で１０時４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 １０時３１分～１０時４４分） 

○委員長（喜々津英世委員） 

それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。会議次第にはその他ということで、

それ以外書いてありませんけれども、６月２０日から政治倫理条例に係る調査特別委員

会を作って、給食米に関する問題でずっと調査をしておりますけれども、そういった中

で、この政治倫理条例についてかなりやはり見直すものがありはしないか、私なりに考

えて、今日初めて皆さん方にとりあえず考え方として提案をさせていただきたいなと。

今すぐ結論を出すということではなくて、今後検討しながら成案化していきたいなと思

って、今日はこれを出さしていただきました。唐突感もあるかもしれませんけれども、

お許しをいただきたいと思います。これについて若干説明をさせていただきますけれど

も、まず、長与町議会議員政治倫理条例平成２５年条例第２２号は、平成２７年１２月

議会で、第８条、これは委任事項の字句「規則」に定めるとしとったのを「規定」に改

め、規則は町長の権利だということで規定に変えただけで現在に至っております。 

今回の学校給食米をめぐる問題を調査する過程で、審査請求手続、罰則規定等を含め、

多くの不備事項も見受けられる。再発防止及び町民の信頼回復のためにも条例の見直し

は急務であると考えているということで、まず頭に持ってきております。政治倫理条例

の骨子ということで、現在、左側に現行条例、８条からなる条例でありますけれども、

ここら辺をもう少し細分化をして、１条はそのまま、２条に議員の責務、これは現在第

３条の政治倫理条例の第２項で、これが疑われる場合は議員自身が解明に当たるととも

に、自ら責任を明らかにしなければならないだったかな、そういった項目がありますけ



れども、この責任を明らかにしなければならないというのは倫理基準じゃないので議員

の責務の方に持ってくるとか、第２条の２項の方では、議員はいやしくも特定の個人と

か、そういったもの、してはならないというのが責務の中にあったのをこれはあくまで

も政治倫理基準の問題だということで、それを３条に、見直し案の４条の政治倫理基準

に移したりとすべきじゃないかと。第３条に町民の責務、これ町民が議員を使っていろ

いろ働き掛けをする、そういった行為は町民もしてはいけないということ、これも他の

市町の条例でもほとんどこの条例は載っておったというふうに思います。この３条が新

たに入れた関係で政治倫理基準が４条に繰り下がったと。それから第５条に、これも新

設ですけれども、請負等に関する遵守事項、第６条に長の就任に関する遵守事項、とい

うのは町が補助金を出す、あるいは業務委託をするとか、そういった団体の長に就任す

るということを控えなければならんという、どういうことかといいますと、例えば、私

は体育協会の会長を辞めましたけれども、体育協会も補助金をもらっておるわけです。

だから、想定しているのはそういった補助金をもらっておる団体の長は、議案審査の公

平性を担保するためにもやっぱり辞退するように努めなければならないんじゃないかな

という思いがあります。１例を挙げれば、その他にも例えば自治会長会の会長とか、そ

ういった町の機関をひっくるめて、そういったものがあろうかと思いますけども、そう

いったものを想定してます、それから第７条に審査請求ということで、従来は第４条で

町民の審査請求としとったのが、町民のというのを外してきております。これは今回の

ように議員側からそういう提案ができるような形に変えるべきであると。他のところで

もこういうふうにしてあるところはたくさんあります。それから第８条が審査会の設置

等ということで、従来は第５条で特別委員会の設置、町民から審査請求があった場合に

は、本会議に諮って特別委員会の設置をして調査をしていくという従来のパターンです

けれども、これを審査会に変えると。審査会の中身としては、学識経験者、それから有

権者の代表、数字を言いますと、学経が３人、有権者が３人、議員の代表が２人とか、

そういったことで、ややもすると議会内部で特別委員会でやるということになると身内

をかばう、そういった批判も聞かれるということも、実例としてよそであったようであ

りますけれども、そういった公平性を担保するためにも、そういった審査会方式でやっ

た方がいいんではなかろうかなということです。９条、１０条、１２条については審査

会の関連が書いてありますし、従来の第６条、調査、審査への協力等というのが見直し

の案としては、第１１条で対象議員の協力義務ということでここに載せております。そ

れから第１３条で対象議員及び議会の措置ということを書いておりますけれども、例え

ば、審査会で議員の行為が政治理念に抵触すると、いわゆる黒だと言われた場合は、議

員はそれに対してきちんと説明責任を伴うということを明確に謳うべきである。それか

ら今度は議会の措置としては、それを受けて本人が何もしなければ、議会として例えば

議長による戒告とか注意とかそういったものになろうかと。最悪の場合は辞職勧告。そ

ういったものも想定したところのこの議会の措置というのを新たにしております。これ



については、従来の条例では全く触れられてなかったと。それから町民の審査請求に戻

りますが、町民の審査請求は１人でもできるようになっておるんですね。現在の条文は。

ですから、ここら辺も第７条の中では明確にやっております。そういった変更をしたら

どうかと。それから第１４で請求による説明会、これ従来の第７条で請求による説明会

というのがありますけれども、これも従来は１人からでも言われればせんばいかんとか

そういう状況であったものを解消、それから１５条で職務関連犯罪による起訴後の説明

会、要するに犯罪で捕って刑法とか職務関連犯罪で捕まって起訴されても、なおかつ議

員に居座っておると。こういう場合を想定して、起訴をされてもなおかつ居座りを続け

ておる議員がちゃんと説明会に出てきて説明をさせると。そういうことを想定した、こ

れもほとんどやっぱり例えば近隣でも諫早市とか、ほとんどのところが、ちっちゃいと

ころはあんまりありませんでしたけれども、そういったものを付けております。あと１

６条に委任ということで従来の倍の条数に今のところ計画をしております。 

主な内容は今もう申し上げましたけれども、１から４まで書いております。特に

（４）で先程言いました特別委員会から審査会方式に変更は先程言いましたとおりであ

り、身内に甘いと揶揄される懸念がありましたけれども、学経等によって公正で迅速な

審査ができます。特別委員会は、本会議を開いて特別委員会を設置してという、そうい

うことがありましたので、タイムリーな審査が調査ができないという部分があるなと。

そういうことで。その下の（注）で見直しに当たっては、諫早市、それから石川県の加

賀市、その他の条例を参考にしたと書いておりますけれども。それから３のその他検討

事項で、現行は特別委員会方式であり、本会議で設置を議決し結果も本会議に付議した

後、請求者に報告することになってます。改正案は審査会方式であり、本会議での設置

議案及び報告の必要はなくなるがこれでよいのかと。このＡの１というのは加賀市の例

です。報告は、１番直近の次に開かれる議会の本会議において、議長の諸般の報告の中

で報告することによって、これができると。Ｑ２が議会基本条例第１６条で調査機関の

設置を定めているが、審査会は趣旨が違うと。審査会の位置づけ、報酬はどうすべきか

ということで、自分なりにした結果、これも加賀市の例でありますけれども、議会で実

費を弁償する場合は法第２０７条の規定により、１００条調査、公聴会参考人会議等に

出席した場合に支払われる例に準じてできると、加賀市では報償、謝礼として支払われ、

その額は他の部局の額を参考としてると、こういう例があります。４番目には、長与町

議会議員政治倫理条例改正素案の新旧対照表と書いておりますけれども、これはまだ本

日はつけておりません。まだ調整等もあります。そして、今後の日程ということで１番

末尾に書いておりますけれども、できれば１２月議会での条例改正を目指して、他の議

会改革の問題と併せて精力的に今検討をしてはどうかということで、今日のところは結

んでおります。ただ、この従来の１条から８条まで、これを作る時にも、相当小委員会

の皆さん方が御苦労いただいて作った経緯がありますし、いきなりこれを１６条立ての

条例ということに対して違和感があると言われる方も当然おられると思いますので、あ



くまでも叩き台で、これについては政治倫理の調査特別委員会とひっかけてするのが１

番いいのかなという気もしております。だけれども、この問題についてはやっぱり議運

の事項でもありますし、一応議運の皆さん方に考え方だけお示しをして、後で具体的に

提案をして、しかし、その前に政治倫理調査特別委員会でもこの見直しが必要だと言及

されとったのが３人おられます。調査表の中で書かれたのが。河野委員と安藤委員と私、

この３人はその事を明確に見直すべきだということじゃなくて、必要ではないかという

提案であったろうと思いますけれども、そういったことも、全員協議会の中で言うのか、

見直しを検討をしていただきたいということを言わんばいかんのかどうか、ちょっと迷

っておりますけれども、そこら辺については皆さんの意見を聞きながら進めていきたい

と思います。暫時休憩をします。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。この政治倫理条例見直しについては、いろいろ御

提案をいただきました。確かに、それぞれ今度の全協あるいは特別委員会の中で、こう

いった問題も少し皆さん方の意見を聞きながら、最終的には議運の所管ですから、そっ

ちの方で検討してもいいよというものを何とか引き出した上で進めていきたいなと思っ

ております。ただ、やっぱり議運でやるにしても、そこには叩き台が必要になってまい

りますので、ここら辺は十分皆さん方に出す前には、ここで吟味をして出すということ

を前提にありますので、議員の皆さん方にはそういった意味では、いろいろ今まで以上

に御苦労かけると思いますが、御協力をお願いしたいと思います。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

５月２９日の議会運営委員会で充て職に関して充て職問題ということで、ある程度、

資料とともに皆さんと一緒に一度議論したことがありましたけれども、これも申し合わ

せのみではなく、やっぱり倫理条例に定めるところの検討が必要というところの話があ

ったかと思うので、こちらの方も確実に併せて資料等のお願いをしたいと思いますけど。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今の件は５月２９日ですか、これについては、先程のこの見直し案についての中で、

第６条長の就任に関すると、これの中にある程度盛り込んでおります。これは倫理条例

の施行規則がこれを補完する、最後詰めていく規定がありますけれども、ここら辺の中

である程度こういったものが想定されるということを明確にせんばいかんだろうと。今

考えとるのは、例えば自治会長会、自治会長になる人は結構おると思うんですよ、どう

してもやっぱり地元のためにもやらんばいかんということもありますし、住民の皆さん

にも自治会長として頑張ってくれと言われる要請もあるかと思います。ただ、それと想

定しておるのは自治会長会の会長、これとはまた別問題だと。要するに先程言うように

町から補助金を受ける団体です。自治会長、自治会長会として振興補助金、自治会がも



らうんですね。基本的にやっぱり自治会長になっていいけども、やっぱりそういったも

のは他の会長さん方にやっぱり譲って、議員は議員として公平な立場で議案審査とかや

っていく必要があるので、そこに会長となったから自治会の補助金についてどうのこう

のということはないにしても、疑われる、要するに疑念を持たれるということはなるべ

く初めから避けとった方がいいんじゃなかろうかなと、そういうふうな思いがしており

ます。これは、ずっと今から協議の中で少しずつそういうものをやっていきたいと思い

ます。他にありませんか。いいですか。ないようであれば、本日の議会運営委員会を閉

会したいと思いますが、いよいよ９月５日から第３回の定例会が開催されます。従来よ

りも５本ぐらい議案が多いと思っておりますけれども、それぞれの委員会で十分な審査

ができますようにお願いをしておきたいと思います。 

これで本日は終わります。お疲れ様でした。 

（閉会 １１時４０分） 

 

 

委員長 


